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大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 中期目標・中期計画一覧表 

 

中 期 目 標 中 期 計 画 

（前文）研究機構の基本的な目標 
国立大学法人法第３０条の規定により、大学共同利用機関法

人高エネルギー加速器研究機構が達成すべき業務運営の目標
を定める。 
大学共同利用機関法人である高エネルギー加速器研究機構

（以下「機構」という。）は、我が国の加速器科学（以下では、
高エネルギー加速器を用いた素粒子・原子核に関する実験的研
究及び理論的研究並びに生命体を含む物質の構造・機能に関す
る実験的研究及び理論的研究も包含した、広義の加速器科学を
指す。）の総合的発展の拠点として、国内外の関連分野の研究
者に対して研究の場を提供する大学共同利用機関法人である。
世界に開かれた国際的な研究機関であるという理念の下で、以
下の事項を長期的な視野に立った基本的な目標とする。 
○ 高エネルギー加速器を用いた素粒子・原子核に関する実
験的研究及び理論的研究並びに生命体を含む物質の構
造・機能に関する実験的研究及び理論的研究を行い、自然
界に働く法則や物質の基本構造を探求することにより、人
類の知的資産の拡大に貢献する。 
○ 大学共同利用機関法人として、国内外の研究者に上記の
研究分野に関する共同利用の場を提供し、加速器科学の最
先端の研究及び関連分野の研究を発展させる。 
○ 研究領域及び研究の方向性については、関連分野のコミ
ュニティからのボトムアップ的な提案を基に、機構全体と
しての位置付けを行い、それに機構が一体として取組む。 
○ 共同利用の基盤施設である加速器の性能向上に関する
研究及び加速器に関連する基盤的技術の向上に関する研
究を推進する。 
○ 開かれた研究組織として、国内外の大学・研究機関及び
民間企業と加速器科学の諸課題について、共同研究を積極
的に行い、加速器科学の発展に貢献する。 
○ 国際的な研究組織として加速器科学関連分野において
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国際的な活動に積極的に取組む。アジア・オセアニア地域
に位置する研究組織として、特にアジア地域の諸機関との
連携協力を重視し、アジア・オセアニア地域における加速
器科学研究の中心的役割を果たす。 
○ 上記の目標を達成するために、機構長のリーダーシップ
の下に、教員、技術職員、事務職員が一体となった運営を
行う。 
○ 研究成果を積極的に社会に公開し、加速器科学に対する
社会の要請に応えるとともに、研究者間の交流、市民の理
解の促進に努める。 
○ 国民と社会から委託された資産を有効に活用し、世界水
準の研究を行っていくために、共同利用、研究及び業務等
に関する自己評価及び外部委員による評価（外部評価）を
実施し、評価結果を公開する。 
これらの基本的な役割を果たすため、機構の中期目標は以下

のとおりとする。 
 
 
Ⅰ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織 
 
１ 中期目標の期間 
中期目標の期間は、平成１６年４月１日から、平成２２年
３月３１日までの６年間とする。 

 
 
２ 教育研究上の基本組織 
  本中期目標を達成するために、大学共同利用機関である素
粒子原子核研究所、物質構造科学研究所とともに、これら研
究所と同等な機構長直属の重要組織として加速器研究施設
及び共通基盤研究施設を置く。 

 
 
Ⅱ 研究機構の教育研究等の質の向上に関する目標 
 
１ 研究に関する目標 
 
（１）研究水準及び研究の成果に関する目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 研究機構の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 
１ 研究に関する目標を達成するための措置 
 
（１）研究水準及び研究の成果に関する目標を達成するための措置 
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○ 研究領域及び方向性に関する目標 
加速器を用いた基礎及び応用にわたる学問分野である

加速器科学全般の課題に積極的に取り組むとともに、萌芽
的研究開発を含む将来的な課題にも積極的に取り組む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 研究領域及び方向性に関する目標を達成するための措置 
機構は、我が国の加速器科学の総合的発展の拠点として、また国内外の関連分野の研究
者に対して研究の場を提供する大学共同利用機関法人としての役割を果たすために、高エ
ネルギー加速器という共通の基盤の下に、素粒子原子核研究所、物質構造科学研究所、加
速器研究施設、共通基盤研究施設及び大強度陽子加速器計画推進部が一体となった組織と
して運営している法人である。 
機構の研究領域及び研究の方向性については、これまでも関連分野のコミュニティから
のボトムアップ的な提案を基に、機構全体としての位置付けを行い、それに一体的に取組
み、大きな成果を上げてきた。各研究所等の自主性と、機構としての一体性は、機構に課
せられた役割を果たす上で不可欠の要因であり、今後ともこの姿勢を継続して世界的水準
の研究を追求する。下記に示す各研究所等の研究領域は、将来のプロジェクトのための開
発研究を含んだものである。 
 
素粒子原子核研究所 
我が国における素粒子・原子核に関する研究のセンターとして、素粒子・原子核に関す
る実験的研究及び理論的研究並びに粒子検出技術、実験設備やソフトウェアに関する研究
を推進するとともに、第一線の素粒子・原子核実験装置等を全国の研究者に提供して共同
利用・共同研究を広く展開する。また、国際的には世界の研究拠点の一つ、特にアジア・
オセアニア地域における研究拠点としての役割を果たす。 
物質構造科学研究所 
高エネルギー加速器で得られる放射光、中性子、ミュオン及び陽電子を利用し、生命体
を含む物質の構造と機能に関する実験的研究を行うとともに、それらに関連する理論的研
究を行う。また、これらを広く共同利用に提供するとともに、放射光や粒子を作る技術・
利用の方法並びに測定機器の開発研究を行う。 
加速器研究施設 
我が国における加速器研究の中核的研究施設として、共同利用・共同研究を支えるため
に、現存の加速器の運転・維持・改善を行う。また、加速器に関連する広範な分野におい
て最先端の研究を行うことにより、日本の加速器技術の推進を図るとともに、世界におけ
るこの分野のセンターとしての役割を果たす。 
共通基盤研究施設 
共同利用を含む機構の研究活動に共通する放射線及び化学安全、データ及び情報処理シ
ステム、低温・超伝導及び精密加工・計測等の基盤技術に関する支援を行うことにより、
共同利用を含む機構の研究活動に貢献するとともに、関連する分野の基盤的研究を推進す
る。 

 大強度陽子加速器計画推進部 
各研究所、研究施設の協力の下に、日本原子力研究所と共同で同研究所東海研究所内に

J-PARC 計画として大強度陽子加速器施設及び関連実験施設（原子核・素粒子、ニュート
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○ 研究の推進方針に関する目標 
大学共同利用機関法人としての役割を踏まえ、共同利用
の研究を通して、各大学等からの人材を受け入れて研究推
進の効率を上げ最先端の研究に取り組むとともに、国内外
の大学、研究機関等との様々な共同研究を積極的に推進す
る。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ 研究成果の社会還元に関する目標 

   加速器科学の諸分野における研究成果を積極的に社会
に還元する。 
 
 
 
 
 
 
○ 研究の水準・成果の検証に関する目標 
 加速器科学の各分野で、世界最高水準の研究を追求す
る。 
  大型プロジェクトを含む研究活動を、自ら点検するとと
もに、適切な期間毎に外部委員による評価（外部評価）を
受ける。 

 
 

リノ、物質・生命）を建設する。同時に、J-PARC における共同利用支援体制の整備を推
進する。 
 

○ 研究の推進方針に関する目標を達成するための措置 
国内外の大学、研究機関等に所属する研究者を受け入れて行う共同利用研究、及び国内外
の大学、研究機関等との共同研究は、機構の研究所等が取り組む研究課題の先駆性、国際性
という性質ゆえに、機構の研究レベルを維持していく上で不可欠なものである。 
様々な共同利用研究、機関間の協定に基づく共同研究、国際協定に基づく共同研究、その
他各種制度に基づく共同研究等を、研究の内容に沿って多様な形で推進する。海外協力実験
プログラム遂行においては、国内グループのコーディネーターの役割を果たす。 
機構では研究活動に関連する様々な分野での国際組織・国際機関の活動への協力も研究
活動を推進する上で重要であるとの認識のもとに積極的に取り組む。 

   また、世界に開かれた加速器科学の研究機関として、国内外における他の加速器関連施
設の建設に協力及び支援する。 
機構における研究活動を進めていくためには、常に最先端の科学技術が必要であるが、こ
れを発展させていく上では、我が国では民間企業の技術力に期待しなければならない割合が
大きい。このため、関連分野の民間企業における研究の発展・人材の育成を含めた民間等と
の共同研究、受託研究等の研究連携は、機構の研究を進めていく上で必要不可欠なものであ
り、今後とも積極的に推進する。 
 

○ 研究成果の社会還元に関する目標を達成するための措置 
   従来から、機構の個々の構成員が加速器科学の各分野の専門家として、政府、地方公共
団体、学協会、国際機関の活動に貢献してきたが、この活動を継続・促進する。 

   外部機関との連携及び民間等との共同研究、受託研究等を促進する。民間企業との様々
な連携活動を通じて、関連研究分野の民間企業の技術力向上に積極的に貢献する。 

   機構の活動に関する広報体制を強化し、一般公開や公開講座、ホームページ等により研
究成果を公開し、成果の社会的活用を図る。研究成果の発信に当たっては、次の世代の育
成や社会における理解を促進するという観点も重視して取り組む。 
 
○ 研究の水準・成果の検証に関する具体的措置 
各研究所等毎に、定期的に研究活動の自己点検を実施する。機構に、外部委員（関連研
究分野の外部の研究者）を含む自己評価委員会を設置し、定期的に機構としての自己評価
を実施する。 
大学評価・学位授与機構、国立大学法人評価委員会の評価とは別に、研究活動に関する
外部評価を実施する。 

   大型プロジェクトについては、従来から行っている外部委員による事前・中間・事後の
評価（外部評価）を引き続き実施する。 
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（２）研究実施体制等の整備に関する目標 
○ 機構及び各研究所等のプロジェクトの進展に対応した
組織体制とし、教職員の配置を適正化するとともに、研究
資金を有効に配分するシステムを構築する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 知的財産の創出、取得、管理、活用に関する組織作りと
運用を行う。 
 
 
 
２ 共同利用等に関する目標 
（１）共同利用等の内容・水準に関する目標 

   自己点検・評価及び外部評価の結果は、ホームページ等に公表する。 
 
 

 
（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置 
○ 適切な教職員の配置に関する方策 
各研究所等における研究プログラムやプロジェクトの進展に有効に対応するため、必要
な研究組織の改編を含めた柔軟で効率的な組織運営を行う。 
外部経費の活用を含めた若手研究者を育成するための制度の充実を検討し、期間中の採
用者数の増加を目指す。 
人事の公平性、教員の流動性を高めるため、教員の人事は原則公募とする。公募に当た
っては、従来同様に、メールやホームページ等を活用し、広く国内外に呼びかける。研究
所等の教員人事は、教育研究評議会の方針に基づき、当該研究所等に設置される運営会議
（関連研究分野の外部の研究者を含む。）において行う。 
新たな発見等による研究の集中化、大規模プロジェクトの構想・推進や新研究領域の開
拓などに、機構として柔軟に対応するため、機構長のリーダーシップの下に、一定割合の
ポストを全機構的な観点で配置する。 
招聘研究員制度を見直し、国外の若手研究員を含む研究員を受け入れられるように整備
するとともに、大学、研究機関、民間研究機関との人事交流を促進するシステムを検討す
る。 
経費配分においては、各研究所等の運営に必要となる基盤的経費を確保するとともに、
新たな発見等による研究の集中化、大規模プロジェクトの構想・推進や新研究領域の開拓
などに対応が必要なときは、機構長のリーダーシップの下に、全機構的な観点から必要な
経費を適切に配分する。 

 
○ J-PARC 計画への対応 
中期計画期間中に共同利用実験の開始が予定されている J-PARC の運営組織については、
柔軟性に富む最適化されたものになるよう努めるとともに、必要に応じて大強度陽子加速
器計画推進部を含めた既存組織を再編する。 

 
○ 知的財産の創出、取得、管理及び活用に関する方策 
知的財産共有センター（他の大学共同利用機関法人との連合組織）と連携して、知的財
産に関連する取組を行う。 
 
 

２ 共同利用等に関する目標を達成するための措置 
（１）共同利用等の内容・水準に関する目標を達成するための措置 
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○ 共同利用の研究課題、領域に関する目標 
   高エネルギー加速器を用いた素粒子・原子核に関する研
究及び生命体を含む物質の構造・機能に関する研究につい
て、国内外の大学をはじめとして、研究機関、民間企業を
含む研究者による共同利用を推進する。共同利用に用いら
れる加速器施設等の運転・維持、性能向上及び共同利用実
験遂行に必要な技術支援を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 新たな研究プロジェクト計画に関する目標 
   新たな研究プロジェクトの実現に向けて開発研究等の
取組を進める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）共同利用等の実施体制に関する目標 

各共同利用の推進に適した体制を整備する。 
共同利用実験における課題採択体制を整備する。 
共同利用の実施体制について、定期的に評価を行う。 

 
 
 

○ 共同利用の研究課題、領域に関する目標を達成するための方策 
大学共同利用機関法人として、物質の究極の構造と基本的な相互作用の法則の解明や物
質の新しい様相の研究を推進し、自然界の基本的法則を明らかにするための高エネルギー
加速器を用いた素粒子・原子核に関する実験的・理論的研究及び高エネルギー加速器を用
いて作られる放射光、中性子、ミュオン、陽電子の４種の量子ビームを用いて、物質の最
も基礎的情報を得るための生命体を含む物質の構造・機能に関する実験的・理論的研究を
行う共同利用の場を国内外の大学をはじめとして、研究機関、民間企業を含む研究者に広
く提供する。そのために、既存施設・設備の運転・維持及び共同利用実験遂行に必要な技
術支援を行うとともに、加速器施設等の性能向上に取り組む。主な共同利用として、 
・ Ｂファクトリーでの共同利用実験 
・ 陽子加速器によるニュートリノ振動実験及びＫ中間子希崩壊実験等の共同利用実験 
・ 放射光、中性子、ミュオン、陽電子を用いた生命体を含む物質の構造、ダイナミクス、
機能に関する共同利用実験 

・ スーパーコンピューターを用いた加速器科学に関連する大型シミュレーション研究を 
   行う。 
  J-PARC施設の建設を進め、完成した施設から順次原子核物理、中性子・ミュオンによ
る物質・生命科学、ニュートリノ実験等の素粒子物理等の共同利用実験を開始する。 

 
○ 新たな研究プロジェクト計画に関する措置 
新たな研究プロジェクト計画に関して学術研究の動向と国際情勢等を考慮してそれらの
可能性を検討し、優先順位の高いものから実現に向けた取り組みを進める。 
・ J-PARC における中性子実験施設・ミュオン実験施設及び原子核・素粒子実験施設等
の拡充 

・ 世界の高エネルギー物理学関連研究者が次期計画として実現を希望しているリニアコ
ライダー計画に関する開発研究の推進 

・ Bファクトリーの大強度化のために必要な各種の開発研究 
・ 次世代放射光源とその利用研究に必要な各種の開発研究 
・ 加速器科学データグリッド網の構築のための開発研究 
 
 

（２）共同利用等の実施体制等に関する目標を達成するための措置 
   各共同利用実験の課題採択は、研究所の運営会議の下に設置される課題採択委員会にお
いて審査する。 
一定期間毎に、各共同利用実験の実施体制を含めた共同利用実験に関する外部委員によ
る評価（外部評価）を実施し、評価結果を公表する。 
中期計画期間中に共同利用実験の開始が予定されている J-PARCの共同利用を含む運営

体制については、関連コミュニティの意見を踏まえ、日本原子力研究所と協議の上、整備



- 7 - 

 
 
（３）共同利用に関するその他の目標 

共同利用に関する各種情報を含む受け入れ体制を整備
する。 

 
 
 
 
 
３ 教育に関する目標 
 
（１）大学院等への教育協力に関する目標 

総合研究大学院大学との緊密な連携・協力により、大学
院教育を行う。 
大学における加速器科学関連分野の教育に協力する。 

 
 
 
 
 
（２）人材養成に関する目標 

加速器科学の諸分野における若手研究者の育成に努め
る。 

 
 
 
 
 
 
４ その他の目標 
 
（１）社会との連携、国際交流等に関する目標 

研究を推進するための諸事業及び成果の公開を行い、広
く社会に機構の活動を知らせるとともに、社会的要請に積
極的に応ずるなど社会との連携に努める｡ 
諸外国の関係研究機関と人材の交流、研究の交流を推進

する。 
 

（３）共同利用に関するその他の目標を達成するための措置 
共同利用研究者に対する受入体制を整備し、共同利用宿泊施設や福利厚生施設の利用な
どの支援、便宜供与等を充実する。 
共同利用研究者を含む外国人研究員への支援体制を整備・強化する。 
共同利用の公募に関する情報、共同利用に関する技術資料等を機構の重要な公開情報と
して位置づけ、広く国内外の大学や研究機関の研究者に提供する。 
 
 

３ 教育に関する目標を達成するための措置 
 
（１）大学院等への教育協力に関する目標を達成するための措置 

総合研究大学院大学の基盤機関として、総合研究大学院大学と緊密に連携・協力し、機
構に設置された高エネルギー加速器科学研究科において大学共同利用機関としての特長を
生かした特色ある大学院博士課程教育を行う。 
特別共同利用研究員等の制度に基づき諸大学の要請に応じ、大学における教育に協力す
る。 
大学と共同で、学生等の実習制度について検討を行う。 
 
 

（２）人材養成に関する目標を達成するための措置 
国内外の研究機関、大学等と人材の交流、研究の交流を活発に行い、加速器科学の諸分
野における教育の拠点として研究者を育成する。特に、先端加速器技術に関する分野の人
材養成を推進する。 
また、国内の研究機関、大学、産業界と連携し、セミナーやスクールの実施などを通し
て広く加速器科学の諸分野における人材を育成する。 
加速器科学に関連する分野の発展を図るため大学等の活動を支援する。 

 
 
４ その他の目標を達成するための措置 
 
（１）社会との連携、国際交流等に関する目標を達成するための措置 

一般公開・公開講座やホームページ上での機構の研究活動の判りやすい紹介等の活動を
通じて、機構の活動を広く社会に公表する。ホームページ上での啓蒙的な記事、様々な研
修（大学生、中高校生、教師その他）の受入れを通じて、機構の研究活動だけでなく、科
学一般の理解を広める活動を行う。 
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し、人材の育成、教育、国際的研究活動を推進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
 
１ 運営体制の改善に関する目標 
機構長の適切なリーダーシップの下、一体となった機構運
営と、各研究所等における所長等を中心とした適正かつ効果
的運営体制を整備する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政府・大学・各種研究機関との連携を重視し、各種審議会や委員会の委員要請に積極的
に応える。 
研究成果を関連分野の研究者に伝える様々な研究会や技術に関する講習会を開催すると
ともに、研究会報告集を機構の出版物として発行する。 
機構が関連する技術に関する技術相談、あるいは機構が中心となって作成したデータベ
ースや、ソフトウエア等の研究成果の提供並びに使用方法に関する技術相談等を行う。 
機構の施設、設備を利用し研究・試料解析を行う機会を産業界へ提供することに努める。 
加速器科学分野で生まれた新しい技術を機構の出版物等の形で広く公表し、積極的に社
会に還元する。また、技術移転や産業界との共同研究の体制の整備に努める。 
国際的に開かれた機関として、国際的な共同利用、共同研究を活発に行うことを通じて、
世界における加速器科学の諸分野における中核的センターとしての役割を果たす。特に、
アジア・オセアニア地域の加速器科学諸分野のセンター的役割を担う。 
国際的な共同利用、共同研究の支援体制を整備する。 
国際交流の企画と推進を担う組織、共同利用研究者を含む外国人研究員に対する支援を
行う体制を整備する。 
国際会議・国際シンポジウム・国際研究会等を積極的に開催する。また、国際的な研究
組織として、関連研究分野の国際的な学術関連団体・組織・機関への活動に積極的に貢献
する。 

 
 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 
 
１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 
  機構長が責任持って中期計画を策定・施行できるように、任期の始期及び期間を適切なも
のに設定する。 
機構長の適切なリーダーシップの下で機構の一体的な運営が可能になるようにするため
に、機構長の諮問委員会として、機構長、所長、施設長、推進部長、管理局長等で構成する
所長会議を設置し、機構全体の運営等の重要事項について検討を行う。 
業務運営方針等が的確・効果的に遂行されるよう機構として必要な会議を設け、教員、技
術職員及び事務職員が一体となった協力・連携体制を整備する。 
各研究所等において、所長・施設長を中心とした運営を適正かつ効果的にするために、関
連分野の外部の研究者を含めた運営会議（素粒子原子核研究所運営会議、物質構造科学研究
所運営会議及び加速器・共通基盤研究施設運営会議）を設置し、教育研究評議会の方針に基
づき、研究所等の運営、共同利用の実験課題、教員の人事などを審議する。 
経費配分においては、機構長のリーダーシップの下に、各研究所等の運営に必要となる基
盤的経費を確保するとともに、新たな発見等による研究の集中化、大規模プロジェクトの構
想・推進や新研究領域の開拓などに対応するため、全機構的な観点で経費を適切に配分する
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２ 研究組織の見直しに関する目標 
共同利用を含むプロジェクトの進展に合わせて研究実施
体制の整備・再編を行う。 

 
 
 
 
 
 
３ 人事の適正化に関する目標 
世界最高水準の研究施設を維持発展させ、世界最高水準の
研究活動を推進していくために、従来の基本的な枠組みを活
用するとともに、教職員の流動性を向上させ、多様な人材を
確保できるような様々な雇用形態と勤務形態を可能とする
人事制度を構築する。 

  「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決
定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、人
件費削減の取組を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仕組みを作る。 
運営費交付金等の適正な執行を図るための定期及び随時の内部監査を実施する。 
 
 

２ 研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 
各研究所等における研究プログラムやプロジェクトの進展に有効に対応するため、各研究
所等において、必要な研究組織の改編を行う。 
中期計画期間中に共同利用実験の開始が予定されている J-PARC の運営体制に対応して、必
要な場合には、各研究所、研究施設及びそれらにまたがる組織について再編を行う。 

  教員と一体となって研究活動の上で重要な役割を担っている研究系技術職員の実態に即し
た組織形態、評価方法及び採用形態を検討し、適切な技術職員組織を構築する。 

 
 
３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 
○ 柔軟で多様な教員人事の構築に関する具体的方策 
人事の公平性、教員の流動性を高めるため教員の人事は、公募制を原則とし、公募に当
たっては、従来同様に、メールやホームページ等を活用し、広く国内外に呼びかける。研
究所等の教員人事は、教育研究評議会の方針に基づき、当該研究所等の運営会議において
行う。 
機構としての観点から採用する教員の人事は、教育研究評議会において行う。 

 
○ 全機構的な観点からの人事に関する具体的方策 
新たな発見等による研究の集中化、大規模プロジェクトの構想・推進や新研究領域の開
拓など、機構として必要な体制整備に柔軟に対応するために、機構長のリーダーシップの
下に、一定割合のポストを全機構的な観点で配置する。 

 
○ 任期付き教員制度に関する具体的方策 
任期付き教員制度の活用に向けて努力する。 

 
○ 柔軟で多様な研究系技術職員の人事の構築と専門性の向上に関する具体的方策 
研究系技術職員にふさわしい採用方式と技術職員の技術レベルの適切な評価方法の導入
に向けて努力する。技術職員の専門性向上のため、必要な知識、技術向上を目的とする研
修機会の充実に努める。 

 
○ 柔軟で多様な事務職員等の専門性向上に関する具体的方策 
事務職員等に求められる知識・技能向上のため、必要な知識、技能向上を目的とした専
門研修をはじめとする研修機会を充実する。 
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４ 事務等の効率化・合理化に関する目標 
業務内容の見直しと業務のシステム化により各種事務処
理の簡素化・迅速化を図るとともに、事務組織の再編と適切
な人員配置に努め事務の合理化を図る。 
総合的なコスト評価を踏まえた外部委託の導入を図る。 

 
 
 
Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 
 
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 
積極的に科学研究費補助金などの外部研究資金を確保し、
自己収入の増加に努める。 

 

   事務職員等の国際化への対応や国際的視野を広げるため、語学力の向上に努めるととも
に、適切な研修制度を導入する。 
 
○ 多様な人材の活用に関する具体的方策 
定年退職者を含め、豊富な知識・経験や高い技術力を持つ人材を採用し、機構の研究・
教育活動等に活用する。 

 
○ 教職員の人材交流促進に関する具体的方策 
機構外との人事交流促進などのため、兼職・兼業規程の整備、国内外研究組織との交流
を推進するための研修制度、出向制度の整備を進める。 
教職員の適切な服務管理を行うとともに、能力、適性、実績等の総合評価に基づく適正
な人事に努め、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人の研究機関等との積
極的な人事交流を推進する。 

 
○ 人事評価システムの整備・活用に関する具体的方策 
各研究所等における多様な教育研究活動、業務活動に応じた多面的で公正な評価体制と
評価基準の導入に向けて努力する。 
優秀な教職員にインセンティブを与える仕組みを検討する。 
 

 ○ 人件費の削減に関する具体的方策 
   総人件費改革の実行計画を踏まえ、平成２１年度までに概ね４％の人件費の削減を図る。 
 
 

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 
 機構内ＬＡＮを用いたネットワークを効果的に活用することにより、事務情報化、ペーパ
ーレス化を推進し、事務の簡素化・迅速化に努める｡ 
法人運営に適合した事務組織等の構築と事務職員の適切な配置に努め、事務の合理化を図
る。 
 総合的なコスト評価に基づき、外部委託が有効な業務については、積極的に導入を図る｡ 
 
 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 
 

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置  
○ 外部研究資金その他の自己収入の増加を図るための具体的方策 
科学研究費補助金などの競争的研究資金の申請件数の拡大を図り、積極的な競争的研究
資金の増加を目指す。 
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２ 経費の抑制に関する目標 
管理業務等の合理化を図るとともに、効率的な施設運営等
により、固定的経費の割合の節減に努める。 

 
 
 
３ 資産の運用管理の改善に関する目標 
資産の活用状況を的確に把握するとともに、効率的な運用
を図る。 

 
 
Ⅴ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目

標 
 
１ 評価の充実に関する目標 
法令に基づく国立大学法人評価委員会の評価に加えて、各
共同利用、研究及び業務等に関する自己評価並びに外部委員
による評価（外部評価）を実施する。併せて、評価結果を研
究・組織の改善に反映させるシステムを検討する。 
 

 
 
 
 

２ 情報公開等の推進に関する目標 
機構の諸活動に関する情報の積極的な公開と発信を、社会
への説明責任と社会への貢献という観点から位置付け、推進
する。また、公正で民主的な法人運営を実現し、法人に対す
る国民の信頼を確保するという観点からも、情報の公開に適
正に対応する。 

 
 
Ⅵ その他業務運営に関する重要目標 
 

機構の広報に努め、受託研究、民間等との共同研究を推進する。 
 
 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 
大型研究施設の中・長期的な運転計画を機構全体として策定し、経済効果を考慮した施設
運営に努める。 
情報ネットワークを活用し、事務の効率化や経費の抑制に努める。 
 
 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 
資産の効率的・効果的運用を行うための資産管理体制について検討する。 
資産の耐用年数、用途、使用頻度、使用環境等を勘案し、計画的な更新、整備を進める。 
 
 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置 
 
 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 
各研究所等毎に自己評価を行う体制を整備し、定期的に実施する。機構に、外部委員（関
連研究分野の外部の研究者）を含む自己評価委員会を設置し、機構として各組織の自己評価
結果を把握するとともに、機構としての組織運営に関する自己点検・評価を行う。 
大学評価・学位授与機構、国立大学法人評価委員会の評価とは別に、各共同利用実験、研
究所等の活動及び機構全体の活動に対する外部委員による評価（外部評価）を実施する。 
大型プロジェクトにおいては、事前・中間・事後に外部評価を行う。 
実施した自己点検・評価及び外部評価の結果は、ホームページ等に公表する。 
 
 

２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置 
機構としての広報体制を整備し、日本語・英語のホームページ、広報誌、広報ビデオ等を
活用した広報活動を充実する。 
一般公開を含む施設の公開も、機構の活動に対する理解を促す機会として積極的に行う。 
国民に対し、機構の諸活動の状況を明らかにし、説明責任を全うするため、適正な行政文
書の管理体制、開示体制を維持し、開示請求に迅速かつ適正に対処する。 
 
 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置 
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１ 施設・設備の整備・活用に関する目標 
施設・設備の整備・利用状況などを点検し、研究スペース
の有効利用を図るとともに、施設整備に関する長期的な構想
を策定し、業務の実施に必要な施設・設備の更新・整備を重
点的・計画的に実施する。 

 
 
 
 
２ 安全管理に関する目標 
機構が関係する危険物に対する安全確保は、機構教職員等
の安全確保のためだけでなく、周辺地域に対する責任の観点
からも不可欠なものであることから、放射線や高圧ガスなど
に関する安全管理体制を整備するとともに、災害や事故時の
危機管理体制を含む機構全体の安全管理体制を整備する。 

 
 
 

１ 施設・設備の整備・活用に関する目標を達成するための措置 
施設マネジメントを行うために必要な体制の整備に努める。 
施設整備の中・長期構想を策定し、その実現に努める。 
既存施設・設備の整備・利用状況を的確に把握するとともに、施設・設備の計画的・効率
的な改修・保全・維持管理計画を策定し、その実現に努める。 
段階的な取得を行っているつくばキャンパス用地について、長期借入金を活用して一括し
て取得する。 
 
 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 
労働安全衛生法等を踏まえた安全管理組織と健康及び快適な職場環境を整備する。 
安全衛生の総括責任者を中心とする安全衛生管理体制及び防災管理体制を整備し、機構で
作業する教職員等の安全と健康を確保する。 
「RI や放射線発生装置」、「毒物劇物を含む化学物質」、「高圧ガス」及び「電気・機械」等
に関する安全管理体制を整備する。 
事故・災害に対応するために、緊急時の連絡システムを確立し、危機管理体制を整備する。 
 
 

Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
 
 別紙参照 
 
 
Ⅶ 短期借入金の限度額 
 
１ 短期借入金の限度額 
  ７２億円 
 
 
２ 想定される理由 
  運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる場合である。 
 
 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 
  重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画はない。 
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Ⅸ 剰余金の使途 
  決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 
 
 

Ⅹ その他 
 
１ 施設・設備に関する計画 
 
 

施設・設備に関する計画 
 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 
 
・東海団地 大強度陽子加速
器施設         

・アトラス測定器 
・小規模改修 
・大穂団地 土地購入 
 

 
総額４５,５７４ 

 
施設整備費補助金 
      （４５,５７４百万円） 

 
  （注１） 金額については見込みであり、中期目標を達成するために必要な業務の実施状

況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が
追加されることもある。 

  （注２） 小規模改修について１７年度以降は１６年度同額として試算している。 
       なお、各事業年度の施設整備費補助金については、事業の進展等により所要額

の変動が予想されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程等
において決定される。 

 
 
２ 人事に関する計画 
  人事の適正化に関する目標を達成するため、以下の措置を行う。 
 
○ 教員の流動性の確保 
   教員の人事は、公平性、流動性を高めるため国内外を対象とする公募制を原則とする。 
 
○ 人事交流の促進 
   国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人の研究機関等との積極的な人事交
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流を推進する。 
 
○ 教員の任期制導入 
   任期付き教員制度の活用に向けて努力する。 
 

  （参考） 中期目標期間中の人件費総額見込み ４０,５８２百万円（退職手当を除く） 
 
 

３ 中期目標期間を超える債務負担 
（長期借入金） 
  つくばキャンパス用地一括購入事業 
・償還期間：平成 18～32 年度（15 年間） 

（単位：百万円） 
 

ただし、金額は金銭消費貸借契約による償還計画に基づき計算されたものであり、具体的な 
措置については、毎年度の予算編成過程において決定される。 
 
 

 

   年度 
 
財源 

 
H16 

 
H17 

 
H18

 
H19 

 
H20 

 

H21 
中期目標 

期間 
小計 

次期以降 

 

償還額 

総債務 

 

償還額 
 
運営費交付金

 

   
2,692

 

 
3,330

 
3,281

 
3,228

 
12,531 

 
32,121 

 
44,652 

 

 



1.予算

（単位　百万円）
金　額

収入

運営費交付金 171,089

施設整備費補助金 45,574

施設整備資金貸付金償還時補助金 9,497

自己収入 987

雑収入 987

産学連携等研究収入及び寄付金収入等 2,973

計 230,120

支出

業務費 172,076

教育研究経費 161,126

一般管理費 10,950

施設整備費 45,574

産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 2,973

長期借入金償還金 9,497

計 230,120

[人件費の見積り]
中期目標期間中総額４０，５８２百万円を支出する。（退職手当は除く）

注

注 ）人件費の内訳は、役員、教員、職員及び非常勤職員等である。

注

平成１６年度～平成２１年度　予算

）退職手当については、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構退
職手当規程に基づいて支給することとするが、運営費交付金として措置される
額については、各事業年度の予算編成過程において国家公務員退職手当法に準
じて算定される。

(別紙）　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

区　分

）人件費の見積りについては、１７年度以降は１６年度の人件費見積り額を踏
まえ試算している。



[運営費交付金の算定ルール]

 

（③）を対象。 
（②）を対象。
（④）を対象。 
（⑥）を対象。 

（①）を対象。 
（⑤）を対象。 

Ｇ（ｙ）： 一般管理費
Ｈ（ｙ）： 特殊要因経費

【諸係数】

２．毎事業年度の一般管理費等にかかる特定運営費交付金については、以下の数式
　により決定する。
     　　　　 Ｂ（ｙ）＝Ｇ（ｙ）＋Ｈ（ｙ）

（１）Ｇ（ｙ）＝Ｇ（ｙ－１）×α（係数）
（２）Ｈ（ｙ）＝Ｈ（ｙ）

Ｃ（ｙ）： 大学共同利用機関経費
Ｄ（ｙ）： 教育等施設基盤経費
Ｅ（ｙ）： 特別教育研究経費
Ｆ（ｙ）： その他収入

（２）Ｄ（ｙ）＝Ｄ（ｙ－１）×α（係数）±ε（施設面積調整額）
（３）Ｅ（ｙ）＝Ｅ（ｙ）
（４）Ｆ（ｙ）＝Ｆ（ｙ）

運営費交付金   ＝   Ａ（ｙ）＋ Ｂ（ｙ）

１．毎事業年度の教育研究経費にかかる特定運営費交付金については、以下の数式
　により決定する。

      Ａ（ｙ）＝Ｃ（ｙ）＋Ｄ（ｙ）＋Ｅ（ｙ）－Ｆ（ｙ）

（１）Ｃ（ｙ）＝Ｃ（ｙ－１）×β（係数）×α（係数）

○毎事業年度に交付する運営費交付金については、以下の事業区分に基づき、それ
ぞれの対応する数式により算定したもので決定する。

Ⅰ〔特定運営費交付金対象事業費〕
　① 「一般管理費」：管理運営に必要な職員（役員含む）の人件費相当額及び管理
　　運営経費の総額。Ｇ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＧ（ｙ）。
　②「教育等施設基盤経費」：教育研究等を実施するための基盤となる施設の維持
　　保全に必要となる経費。Ｄ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＤ（ｙ）。
　③「大学共同利用機関経費」：大学共同利用機関の研究活動に必要となる教職員
　　の人件費相当額及び事業経費の総額。Ｃ（ｙ－１）は直前の事業年度における
　　Ｃ（ｙ）。
　④「特別教育研究経費」：特別教育研究経費として、当該事業年度において措置
　　する経費。
　⑤「特殊要因経費」：特殊要因経費として、当該事業年度に措置する経費。

Ⅱ〔特定運営費交付金対象収入〕
　⑥「その他収入」：雑収入。平成１６年度予算額を基準とし、中期計画期間中は
　　同額。



効率化係数。△１％とする。

注

注

注 ）施設整備資金貸付金償還時補助金は、償還計画に基づく所要額を計上している。

注

注 ）産学連携等研究収入及び寄付金収入等は、版権及び特許権等収入を含む。

注

注

注

注

ε（イプシロン）： 施設面積調整額。施設の経年別保有面積の変動に対応する
ための調整額。
各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における
具体的な調整額を決定。

α（アルファ）　：
β（ベータ）　　： 教育研究政策係数。物価動向等の社会経済情勢等及び教育

研究上の必要性を総合的に勘案して必要に応じ運用するた
めの係数。
各事業年度の予算編成過程において当該事業年度おける具
体的な係数値を決定。
なお、物価動向等の社会経済情勢等を総合的に勘案した係
数を運用する場合には、一般管理経費についても必要に応
じ同様の調整を行う。

）運営費交付金は上記算定ルールに基づき、一定の仮定の下に試算されたもの
であり、各事業年度の運営費交付金については、予算編成過程においてルール
を適用して再計算され、決定される。
　なお、運営費交付金で措置される「特別教育研究経費」「特殊要因経費」に
ついては、１７年度以降は１６年度と同額として試算しているが、教育研究の
進展等により所要額の変動が予想されるため、具体的な額については、各事業
年度の予算編成過程において決定される。

）運営費交付金算定ルールに基づく試算において「教育研究政策係数」は１と
し、また、「施設面積調整額」については、面積調整はないものとして試算し
ている。

）施設整備費補助金は、「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上して
いる。

）長期借入金償還金については、償還計画に基づく所要額を計上している。

）自己収入、産学連携等研究収入及び寄付金収入等については、平成１５年度
実績を踏まえて試算した収入予定額を計上している。

）産学連携等研究経費及び寄付金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄付金
収入等により行われる事業経費を計上している。

）業務費については平成１６年度を基礎として、施設整備費については年次計
画により試算した支出予定額を計上している。



（単位　百万円）
金　額

費用の部 186,065
経常費用 186,065
業務費 158,350
教育研究経費 112,197
受託研究費等 2,831
役員人件費 632
教員人件費 34,879
職員人件費 7,811

一般管理費 2,938
財務費用 0
雑損 1
減価償却費 24,776

臨時損失 0

収入の部 186,065
経常収益 186,065
運営費交付金 157,328
受託研究等収益 2,831
寄附金収益 141
財務収益 1
雑益 988
資産見返運営費交付金戻入 5,197
資産見返寄付金戻入 0
資産見返物品受贈額戻入 19,579

臨時利益 0

純利益 0
総利益 0

注 ）受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。

注 ）受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。

区　分

２．収支計画

平成１６年度～平成２１年度　収支計画



（単位　百万円）
金　額

資金支出 230,181

業務活動による支出 160,974

投資活動による支出 59,649

財務活動による支出 9,497

次期中期目標期間への繰越金 61

資金収入 230,181

業務活動による収入 175,049

運営費交付金による収入 171,089

受託研究等収入 2,831

寄付金収入 141

その他の収入 988

投資活動による収入 55,071

施設費による収入 55,071

その他の収入 0

財務活動による収入 0

前期中期目標期間よりの繰越金 61

注

区　分

３．資金計画

平成１６年度～平成２１年度　資金計画

）前期中期目標期間よりの繰越金には、奨学寄附金に係る国からの承継見込
額（６１百万円）が含まれている。
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